
告示第46号 

 

国民健康保険料率の決定について 

 

宇和島市国民健康保険条例の規定に基づき、令和８年度国民健康保険料率を

次のとおり定める。 

 

令和８年７月１日 

 

宇和島市長 岡 原 文 彰  

 

１．医療分保険料 

 

（１）所得割額 

宇和島市国民健康保険条例第１３条に規定する基礎控除後の総所得金額

等の１００分の７．２０ 

（２）資産割額 

令和８年度固定資産税額（土地及び家屋に係る額）の１００分の２７．

５０ 

（３）被保険者均等割額 

被保険者１人当り           １９，７００円 

（４）世帯別平等割額 

１世帯当り                  ２２，５００円 

 

２．後期高齢者支援分保険料 

 

（１）所得割額 

宇和島市国民健康保険条例第１５条の２の４に規定する基礎控除後の総

所得金額等の１００分の２．２０ 

（２）資産割額 

令和８年度固定資産税額（土地及び家屋に係る額）の１００分の７．０

０ 

（３）被保険者均等割額 



被保険者１人当り            ６，６００円 

（４）世帯別平等割額 

１世帯当り                 ７，１００円 

 

３．介護分保険料 

 

（１）所得割額 

宇和島市国民健康保険条例第１５条の５に規定する基礎控除後の総所得

金額等の１００分の１．６７ 

（２）資産割額 

令和８年度固定資産税額（土地及び家屋に係る額）の１００分の６．３

０ 

（３）被保険者均等割額 

被保険者１人当り              ７，３００円 

（４）世帯別平等割額 

１世帯当り                    ５，１００円 

 

４．子ども・子育て支援納付金分保険料 

 

（１）所得割額 

宇和島市国民健康保険条例第１５条の11に規定する基礎控除後の総所得

金額等の１００分の０．２４ 

（２）被保険者均等割額 

被保険者１人当り              １，０４２円 

（３）１８歳以上均等割額 

１８歳以上被保険者１人当り       ４７円 

（４）世帯別平等割額 

１世帯当り                      ７０９円 

 


